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議案第４４号 

 

   田村市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

田村市個人番号の利用に関する条例(平成27年田村市条例第31号)の一部を次のように改正する。 

題名中「利用」の次に「及び特定個人情報の提供」を加える。 

第1条中「個人番号の利用」の次に「及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供」を加える。 

第3条中「利用」の次に「及び特定個人情報の提供」を加える。 

第4条第1項及び第3項中「市長」の次に「又は教育委員会」を加える。 

第5条を第6条とし、第4条の次に次の1条を加える。 

(特定個人情報の提供) 

第5条 法19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に

掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同様の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な

同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特

定個人情報を提供するときとする。 

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定

により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書

面の提出があったものとみなす。 

別表第1に次のように加える。 

8 市長 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じた取扱いによって実施す

る外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第2第3の項右欄中「(昭和25年法律第144号)」を削り、「配偶者支援金の支給に関する情報」の

次に「(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)」を加え、同表第8の項右欄中「徴収に

関する情報」の次に「(以下「介護保険給付等関係情報」という。)」を加え、同表に次のように加え

る。 

11 市長 生活保護法による保護に準じた取扱

いによって実施する外国人の保護に

関する事務であって規則で定めるも

の 

障害者関係情報、生活保護関係情報、

地方税関係情報、住民票関係情報、中

国残留邦人等支援給付等関係情報、介

護保険給付等関係情報又は障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律による自立支援給

付の支援又は地域生活支援事業の実

施に関する情報であって規則で定め

るもの 

別表第2の次に次の1表を加える。 

別表第3(第5条関係) 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 
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市長 生活保護法による保護に準じ

た取扱いによって実施する外

国人の保護に関する事務であ

って規則で定めるもの 

教育委員会 就学援助の実施に関する情報、

学校保健安全法(昭和33年法律

第56号)による医療に要する費

用についての援助に関する情

報又は特別支援教育就学奨励

費の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

生活保護の医療扶助において、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が本格導入される

ことに伴い、番号利用法の適用対象外である外国人の保護に関する事務について個人番号の利用を可

能とするため、条例の改正を提案する。 
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田村市個人番号の利用に関する条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

田村市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例 

 

田村市個人番号の利用 に

関する条例 

 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第

27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づ

き、個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定

個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第

27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づ

き、個人番号の利用

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(市の責務) (市の責務) 

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置

を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的

かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するも

のとする。 

 

第3条 市は、個人番号の利用 に

関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置

を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的

かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するも

のとする。 

 

(個人番号の利用範囲) (個人番号の利用範囲) 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の

左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別

表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事

務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に

掲げる事務とする。 

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の

左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別

表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事

務及び市長 が行う法別表第2の第2欄に

掲げる事務とする。 

2 (略) 2 (略) 

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事

務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げ

る特定個人情報であって自らが保有するものを利用す

ることができる。ただし、法の規定により、情報提供

ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事

務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることが

できる場合は、この限りでない。 

3 市長 は、法別表第2の第2欄に掲げる事

務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げ

る特定個人情報であって自らが保有するものを利用す

ることができる。ただし、法の規定により、情報提供

ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事

務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることが

できる場合は、この限りでない。 

4 (略) 

 

4 (略) 

 

(特定個人情報の提供)  

第5条 法19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供

することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機

関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同様の第2欄

に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表

の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供すると

きとする。 

 

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合に

おいて、他の条例、規則その他の規程の規定により当

該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供

が義務付けられているときは、当該書面の提出があっ
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たものとみなす。 

 

(委任) (委任) 

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

機関 事務 

（略） 

7 市長 田村市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事

業実施要綱(平成17年田村市告示第163号)による

在宅の小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とな

っている者に対する日常生活用具の給付に関する

事務であって規則で定めるもの 

8 市長 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に

準じた取扱いによって実施する外国人の保護に関

する事務であって規則で定めるもの 
 

機関 事務 

（略） 

7 市長 田村市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事

業実施要綱(平成17年田村市告示第163号)による

在宅の小児慢性特定疾患治療研究事業の対象とな

っている者に対する日常生活用具の給付に関する

事務であって規則で定めるもの 
 

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

3 市長 田村市重度心身障害者

医療費の給付に関する

条例による重度心身障

害者の医療費の給付に

関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民

票関係情報、医療保険

給付関係情報、生活保

護法

による保護の実

施若しくは就労自立給

付金の支給に関する情

報(以下「生活保護関係

情報」という。)、身体

障害者福祉法(昭和24年

法律第283号)による身

体障害者手帳、精神保

健及び精神障害者福祉

に関する法律(昭和25年

法律第123号)による精

神障害者保健福祉手帳

若しくは知的障害者福

祉法(昭和35年法律第37

号)にいう知的障害者に

関する情報(以下「障害

者関係情報」という。)

又は中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

3 市長 田村市重度心身障害者

医療費の給付に関する

条例による重度心身障

害者の医療費の給付に

関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報、住民

票関係情報、医療保険

給付関係情報、生活保

護法(昭和25年法律第

144号)による保護の実

施若しくは就労自立給

付金の支給に関する情

報(以下「生活保護関係

情報」という。)、身体

障害者福祉法(昭和24年

法律第283号)による身

体障害者手帳、精神保

健及び精神障害者福祉

に関する法律(昭和25年

法律第123号)による精

神障害者保健福祉手帳

若しくは知的障害者福

祉法(昭和35年法律第37

号)にいう知的障害者に

関する情報(以下「障害

者関係情報」という。)

又は中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残
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留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関す

る法律(平成6年法律第

30号)による支援給付若

しくは配偶者支援金の

支給に関する情報(以下

「中国残留邦人等支援

給付等関係情報」とい

う。)であって規則で定

めるもの 

（略） 

8 市長 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期

高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、生活

保護関係情報又は介護

保険法(平成9年法律第

123号)による保険給付

の支給、地域支援事業

の実施若しくは保険料

の徴収に関する情報(以

下「介護保険給付等関

係情報」という。)であ

って規則に定めるもの 

（略） 

10 市長 国民年金法(昭和34年法

律第141号)による年金

である給付若しくは一

時金の支給、保険料そ

の他徴収金の徴収又は

加入者の資格の取得及

び喪失に関する事項の

届出に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報又は生

活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

11 市長 生活保護法による保護

に準じた取扱いによっ

て実施する外国人の保

護に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

障害者関係情報、生活

保護関係情報、地方税

関係情報、住民票関係

情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、

介護保険給付等関係情

報又は障害者の日常生

活及び社会生活を総合

的に支援するための法

律による自立支援給付

の支援又は地域生活支

援事業の実施に関する

情報であって規則で定

めるもの 
 

留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関す

る法律(平成6年法律第

30号)による支援給付若

しくは配偶者支援金の

支給に関する情報

であって規則で定

めるもの 

（略） 

8 市長 高齢者の医療の確保に

関する法律による後期

高齢者医療給付の支給

又は保険料の徴収に関

する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、生活

保護関係情報又は介護

保険法(平成9年法律第

123号)による保険給付

の支給、地域支援事業

の実施若しくは保険料

の徴収に関する情報

であ

って規則に定めるもの 

（略） 

10 市長 国民年金法(昭和34年法

律第141号)による年金

である給付若しくは一

時金の支給、保険料そ

の他徴収金の徴収又は

加入者の資格の取得及

び喪失に関する事項の

届出に関する事務であ

って規則で定めるもの 

地方税関係情報又は生

活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 
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別表第3(第5条関係)  

情報照会

機関 

事務 情報提供

機関 

特定個人情報 

市長 生活保護法によ

る保護に準じた

取扱いによって

実施する外国人

の保護に関する

事務であって規

則で定めるもの 

教育委員

会 

就学援助の実施に

関する情報、学校

保健安全法(昭和

33年法律第56号)

による医療に要す

る費用についての

援助に関する情報

又は特別支援教育

就学奨励費の支給

に関する情報であ

って規則で定める

もの 
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議案第４５号 

 

田村市議会議員及び田村市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

田村市議会議員及び田村市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年田村市条

例第22号)の一部を次のように改正する。 

第4条第2号ア中「1万5,800円」を「1万6,100円」に改め、同号イ中「7,560円」を「7,700円」に改

める。 

第9条及び第10条中「7円51銭」を「7円73銭」に改める。 

第13条中「393円80銭」を「405円99銭」に、「23万2,875円」を「23万7,188円」に改める。 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 (経過措置) 

2 改正後の田村市議会議員及び田村市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、

この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、

施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、選挙運動用自動車の使用及び選

挙運動用ポスター等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引き上げが行われため、条例の改正を

提案する。 
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田村市議会議員及び田村市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

(公費の支払) (公費の支払) 

第4条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅

客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自

動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請

求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に

対して支払う。 

第4条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅

客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自

動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のう

ち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に

限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請

求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に

対して支払う。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下

「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該

選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ

契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用され

る場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の

選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選

挙運動用自動車として使用された各日についてそ

の使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100

円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下

「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該

選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ

契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用され

る場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の

選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選

挙運動用自動車として使用された各日についてそ

の使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万5,800

円を超える場合には、1万5,800円)の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙

運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動

用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用

自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基

づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円

に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第

5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出の

あった日から当該選挙の期日の前日までの日数を

乗じて得た金額に達するまでの部分の金額である

ことにつき、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。) 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙

運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動

用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用

自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基

づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円

に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第

5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出の

あった日から当該選挙の期日の前日までの日数を

乗じて得た金額に達するまでの部分の金額である

ことにつき、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。) 

ウ (略) 

 

ウ (略) 

 

(公費の支払) (公費の支払) 

第9条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である選挙運動用

ビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当

該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たり

の作成単価(当該作成単価が、7円73銭を超える場合に

は、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候

補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲

内のものであることにつき、委員会が定めるところに

第9条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同

条の契約に基づき当該契約の相手方である選挙運動用

ビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当

該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たり

の作成単価(当該作成単価が、7円51銭を超える場合に

は、7円51銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候

補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲

内のものであることにつき、委員会が定めるところに
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より、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認

したものに限る。)を乗じて得た金額を、第7条後段に

おいて準用する第2条ただし書に規定する要件に該当す

る場合に限り、当該選挙運動用ビラの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該選挙運動用ビラの作成を

業とする者に対し支払う。 

 

より、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認

したものに限る。)を乗じて得た金額を、第7条後段に

おいて準用する第2条ただし書に規定する要件に該当す

る場合に限り、当該選挙運動用ビラの作成を業とする

者からの請求に基づき、当該選挙運動用ビラの作成を

業とする者に対し支払う。 

 

(公費負担の限度額) (公費負担の限度額) 

第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場

合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73

銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第

142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号

に定める枚数)を乗じて得た金額とする。 

 

第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場

合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円51

銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第

142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号

に定める枚数)を乗じて得た金額とする。 

 

(公費の支払) (公費の支払) 

第13条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター

の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契

約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たり

の作成単価(当該作成単価が、405円99銭に当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得

た金額に23万7,188円を加えた金額を、当該選挙が行わ

れる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金

額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円と

する。以下「単価の限度額」という。)を超える場合に

は、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作

成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のも

のであることにつき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。)を乗じて得た金額を、第11条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作

成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの

作成を業とする者に対し支払う。 

 

第13条 市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスター

の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契

約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たり

の作成単価(当該作成単価が、393円80銭に当該選挙が

行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得

た金額に23万2,875円を加えた金額を、当該選挙が行わ

れる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金

額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円と

する。以下「単価の限度額」という。)を超える場合に

は、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作

成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のも

のであることにつき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。)を乗じて得た金額を、第11条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作

成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの

作成を業とする者に対し支払う。 
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議案第４６号 

 

   田村市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

田村市職員の給与に関する条例(平成17年田村市条例第45号)の一部を次のように改正する。 

第16条第2項第2号中「29,300円」を「32,400円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田村市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1

日から適用する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

 福島県人事委員会勧告に準じて職員の給与等を改定するため、条例の改正を提案する。 
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田村市職員の給与に関する条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

(通勤手当) (通勤手当) 

第16条 (略) 第16条 (略) 

2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に掲げる額とする。 

2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に掲げる額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の

使用距離に応じ、支給単位期間につき、32,400円を

超えない範囲内で市長が規則で定める額(定年前再任

用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に市長が規則で定める割合

を乗じて得た額を減じた額) 

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の自動車等の

使用距離に応じ、支給単位期間につき、29,300円を

超えない範囲内で市長が規則で定める額(定年前再任

用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあって

は、その額から、その額に市長が規則で定める割合

を乗じて得た額を減じた額) 

(3) (略) (3) (略) 

3～6 (略) 

 

3～6 (略) 

 

 

  

-13-
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議案第４７号 

 

   田村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

田村市国民健康保険税条例(平成17年田村市条例第130号)の一部を次のように改正する。 

第2条第3項ただし書中「20万円」を「22万円」に改める。 

第23条第1項中「20万円」を「22万円」に改め、同項第2号中「28万5千円」を「29万円」に改め、同

項第3号中「52万円」を「53万5千円」に改める。 

第23条の2中「第24条の2」を「第24条の2第1項」に改める。 

第24条の2第2項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類」を「又は雇用

保険受給資格通知(同省令第19条第3項に規定するものをいう。)」に改める。 

附則第2項の9中「第23条第1項」を「第23条」に改め、「適用については、同条」の次に「第1項」

を加える。 

附則第3項、第4項、第6項から第9項まで、第12項及び第13項中「第23条第1項の」を「第23条の」に

改める。 

附則第15項の見出し中「為」を「ため」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田村市国民健康保険税条例の規定は、令和5年4月1日

から適用する。 

(適用区分) 

2 改正後の田村市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について

適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税課税限度額を引き上げるとともに、国民

健康保険税の軽減措置について、5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改めるため、

条例の改正を提案する。 
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田村市国民健康保険税条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

(課税額) (課税額) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

2 (略) 2 (略) 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、22万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が20万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、20万円とする。 

4 (略) 

 

4 (略) 

 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2

条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場

合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当

該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17

万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2

条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場

合には、65万円)、同条第3項本文の後期高齢者支援金

等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当

該減額して得た額が20万円を超える場合には、20万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカ

に掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17

万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

(前号に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万5

千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者(前号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) ア～カ (略) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5

千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務

者(前2号に該当する者を除く。) 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同

一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合

にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を

減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)

に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

(前2号に該当する者を除く。) 

ア～カ (略) ア～カ (略) 

2 (略) 

 

2 (略) 

 

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特
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例) 例) 

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又

はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条

の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第

24条の2第1項において同じ。)である場合における第3

条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項

中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所

得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総

所得金額に給与所得が含まれている場合においては、

当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定

によって計算した金額の100分の30に相当する金額によ

るものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2

項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項

第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額

(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得

については、所得税法第28条第2項の規定によって計算

した金額の100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。 

 

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又

はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条

の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第

24条の2 において同じ。)である場合における第3

条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項

中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所

得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総

所得金額に給与所得が含まれている場合においては、

当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定

によって計算した金額の100分の30に相当する金額によ

るものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2

項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項

第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額

(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給

与所得が含まれている場合においては、当該給与所得

については、所得税法第28条第2項の規定によって計算

した金額の100分の30に相当する金額によるものとす

る。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。 

 

(特例対象被保険者等に係る申告) (特例対象被保険者等に係る申告) 

第24条の2 (略) 第24条の2 (略) 

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇

用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労

働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをい

う。)又は雇用保険受給資格通知(同省令第19条第3項に

規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、

これらを提示しなければならない。 

 

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇

用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労

働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをい

う。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を

証明する書類 の提示を求められた場合には、

これらを提示しなければならない。 

 

附 則 附 則 

1～2の8 (略) 1～2の8 (略) 

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の

特例) 

2の9 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額

(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を

受けた場合における第23条 の規定の適用について

は、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5

第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第

1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した

金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

2の9 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年

中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額

(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を

受けた場合における第23条第1項の規定の適用について

は、同条 中「法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5

第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規

定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第

1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した

金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、

「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項
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の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8

条及び第23条の 規定の適用については、第3条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

の配当所得等を有する場合における第3条、第6条、第8

条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とある

のは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配

当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」とする。 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) (長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例) 

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲

渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び

第23条の 規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定

する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法

律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1

項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、

第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314

条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所

得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得

金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附

則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第

23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲

渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び

第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定

する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法

律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1

項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、

第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に

該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額。以下この項において「控除後の

長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314

条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所

得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得

金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附

則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第

23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

5 (略) 5 (略) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項

の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における

第3条、第6条、第8条及び第23条の 規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項

の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における

第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式
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等に係る譲渡所得等の金額」とする。 等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5

項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条及び第23条の 規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5

項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例) 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項

の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条及び第23条の 規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」とする。 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項

の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する

先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項

の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第

6条、第8条及び第23条の 規定の適用については、

第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」と

あるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」とする。 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者

若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項

の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第

6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用については、

第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」と

あるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額

又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事

業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33

条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」とする。 

10・11 (略) 10・11 (略) 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例) 
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12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適

用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時

所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、

第8条及び第23条の 規定の適用については、第3条

第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」

と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額」とする。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に

伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特

例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適

用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時

所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、

第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条

第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実

施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」

と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額」とする。 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) (条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例) 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第3条、第6条、第8条及び第23条の 規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314

条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の

合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の

額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3

条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とす

る。 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第3条、第6条、第8条及び第23条第1項の規定の適用に

ついては、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下

「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314

条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の

合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の

額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3

条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とす

る。 

14・14の2 (略) 14・14の2 (略) 

(東日本大震災に伴う生活支援のための経過措置) (東日本大震災に伴う生活支援の為 の経過措置) 

15 (略) 15 (略) 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 
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議案第４８号 

 

   田村市清掃施設条例の一部を改正する条例 

 

 田村市清掃施設条例(平成17年田村市条例第137号)の一部を次のように改正する。 

別表中「田村市船引清掃センター」を「たむらリサイクルプラザ」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。 

 (田村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正) 

2 田村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年田村市条例第136号)の一部を次のように改正

する。 

 別表中「船引清掃センター」を「たむらリサイクルプラザ」に改める。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

 田村市船引清掃センターをリサイクル推進施設に変更するため、条例の改正を提案する。 
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田村市清掃施設条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

名称 位置 

たむらリサイ

クルプラザ 

田村市船引町大倉字後田43番地 

（略） 
 

名称 位置 

田村市船引清

掃センター 

田村市船引町大倉字後田43番地 

（略） 
 

 

 

田村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表 

資 料 

新 旧 

別表(第19条関係) 別表(第19条関係) 

 1 一般廃棄物処理手数料  1 一般廃棄物処理手数料 

(1)たむらリサイクルプラザ、たむらクリーンセンタ

ーに係るもの 

(略) 
 

(1)船引清掃センター 、たむらクリーンセンタ

ーに係るもの 

(略) 
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議案第４９号 

 

   平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被災 

者に対する田村市市税等の減免の特例に関する条例等を廃止する条例 

 

 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成23年田村市条例第10号) 

(2) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成24年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成24年田村市条例第4号) 

(3) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成25年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成25年田村市条例第6号) 

(4) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成26年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成26年田村市条例第17号) 

(5) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成27年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成27年田村市条例第21号) 

(6) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成28年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成28年田村市条例第19号) 

(7) 平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被

災者に対する平成29年度田村市市税等の減免の特例に関する条例(平成29年田村市条例第13号) 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

提案理由 

平成23年東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の原子力緊急事態宣言に係る被災者に

対する市税等の減免の特例について、平成29年度分の市税等が遡及更正時効の5年を経過したことから、

平成23年度以降の一連の震災関連減免条例を廃止するため、条例の廃止を提案する。 
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議案第５０号 

 

   田村市船引就業改善センター条例を廃止する条例 

 

田村市船引就業改善センター条例(平成17年3月1日条例第144号)は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

 

 

提案理由 

令和3年2月13日に発生した福島県沖地震での甚大な被害等により再建が困難であるため、条例の廃

止を提案する。 
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議案第５１号 

 

   令和５年度田村市一般会計補正予算（第２号）について 

 

 令和５年度田村市一般会計補正予算（第２号）を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 
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議案第５２号 

 

   令和５年度田村市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度田村市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 
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議案第５３号 

 

   令和５年度田村市滝根町観光事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度田村市滝根町観光事業特別会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 
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議案第５４号 

 

   令和５年度田村市病院事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和５年度田村市病院事業会計補正予算（第１号）を別紙のとおり提出する。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 
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議案第５５号 

 

   和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

令和5年1月30日、田村市大越町上大越字槻木地内の市道において、

の管理する車両が走行中に、側溝内に落ち突出していた側溝蓋に乗り上

げ、車両左側後輪部等に損害を与えたことについて、下記のとおり損害賠償の額を定め和解する

ため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決

を求める。 

 

 

令和５年６月１２日 提出  

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

記 

 

１ 相手方    

         

 

２ 和解事項 

（１）田村市は、この事故によって生じた損害を賠償するため、 に対し、 

金585,611円を支払う。 

（２） は、その余の請求を放棄する。 

 

３ 損害賠償額   金585,611円 
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議案第５６号 

 

   福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び福島県市町村総合事務 

組合規約の一部変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体で協議のうえ、

福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、その他規定の整備を行い、福島

県市町村総合事務組合規約（昭和54年規約第1号）の一部を次のとおり変更する。 

 

令和５年６月１２日 提出 

 

田村市長 白 石 高 司 

 

 

   福島県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 

 福島県市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。 

 変更後の福島県市町村総合事務組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字は、固

有名詞の全部若しくは一部をなす場合又は熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に改め、号をあ

らわす漢数字は、アラビア数字を「（ ）」で囲んだものに改め、第3条中「上欄」を「左欄」に、「下欄」

を「右欄」に改め、別表の構成は、変更前の規約における上方は変更後の規約における左方とする。 

 別表第1中「、田村広域行政組合」を削る。 

 別表第2第1項下欄中「、田村広域行政組合」を削る。 

 別表第2第4項下欄中「、田村広域行政組合」を削る。 

   附 則 

 この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約の規定は、

令和5年4月1日から適用する。 
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同意第６号 

 

   田村市教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

下記の者を田村市教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

記 

 

住  所   田村市滝根町菅谷字平木内143番地5 

 

氏  名   佐 藤 由 香 理 

 

生年月日     
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同意第７号 

 

   田村市教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

下記の者を田村市教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

  令和５年６月１２日 提出 

 

 

                        田村市長 白 石 高 司 

 

 

記 

 

住  所   田村市都路町古道字上ノ前32番地 

 

氏  名   根 内 喜 代 重 

 

生年月日     
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